
○上三川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則 

昭和５１年１０月１日 

規則第１４号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、上三川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例（昭和

５１年上三川町条例第３２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（条例第２条第１項で定める者） 

第２条　条例第２条第１項で定める者は、次に掲げる者をいう。 

(1) 配偶者が別表に定める程度の精神又は身体の障害により長期にわたって

労働能力を失っている者 

(2) 配偶者が法令により拘禁されてから引き続き１年以上拘禁されているた

めその扶養を受けることができない者 

(3) 婚姻によらないで父、又は母となった者であって、現に婚姻をしていな

い者 

(4) 配偶者の生死が明らかでない者 

(5) 配偶者に遺棄されてから引き続き１年以上経過している者 

(6) 配偶者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成１３年法律第３１号）第１０条第１項の規定による命令を受けた者 

（受給資格者証の交付申請） 

第３条　条例第２条の規定による受給資格者証の交付を受けようとする者は、

別記様式第１号による申請書に次の書類を添付し、町長に申請しなければな

らない。 

(1) 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第３条第２項各号に掲げ

る公的年金各法による遺族年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当

の支給を受けている者は、年金証書の写し又は手当証書の写し 



(2) 前号に定める公的年金又は児童扶養手当の未受給者にあっては、次のア

からキに掲げる書類 

ア 戸籍の謄本又は抄本 

イ 世帯全員の住民票 

ウ 受給資格者が父又は母の場合は、その監護する児童の父又は母から当該

児童についての扶養義務を履行するための費用として受ける金品その他

の経済的な利益に係る所得（以下「養育費」という。）に関する申告書 

エ 前条第１号に規定する者にあっては、医師の診断書 

オ 前条第２号に規定する者にあっては、刑務所、拘置所等その他その事実

を証明する官公署の書類 

カ 前条第３号から第５号までに規定する者及び父母のない児童を扶養す

る者にあっては、民生委員の証明書 

キ 前条第６号に規定する者にあっては、その事実を明らかにする書類 

(3) 受給資格者、扶養義務者又は受給資格者の配偶者が、その年（１月から

１０月までの間に申請する場合においては、前年）の１月１日において町

内に住所を有しなかったときは、その者の１月１日現在の住所地の市町村

長の前年（１月から１０月までの間に申請する場合においては、前前年）

の所得額の証明書 

（受給資格者証の交付） 

第４条　町長に、前条の規定により申請した者が、条例第３条に該当し、かつ、

第４条に該当しないときは、当該申請者に、別記様式第２号の受給資格者証

を交付するものとする。 

（受給資格者証の有効期限） 

第５条　受給資格者証の有効期限は、申請日の属する月の初日（更新において

は１１月１日）から翌年１０月３１日（１月１日から１０月３１日までの間

に受給資格者証の交付を受けた場合においては、当年１０月３１日）までと

する。ただし、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条に規定



する転入をした日（以下「転入日」という。）の属する月中に申請した者若

しくは県内他市町村で受給資格者証の交付を受けていた者で、転入日の属す

る月の翌月であっても転入日から起算して１５日以内に申請した者について

は当該転入日から、助成要件に該当した日の属する月中に申請した者につい

ては助成要件に該当した日から適用する。 

２　前項ただし書の規定にかかわらず、転入日及び助成要件に該当した日が申

請日の属する月と同じ月中に属する場合は、いずれか後の日から適用する。 

３　第１項本文の規定にかかわらず、条例第３条の規定による助成対象者であ

る者が、月の中途で受給資格を喪失した場合の有効期限は、その事由発生の

日までとする。 

（受給資格者証の更新等） 

第６条　受給資格者証の交付を受けている受給資格者は、毎年８月１日から同

月３１日までの間に、別記様式第３号の更新申請書を提出しなければならな

い。ただし、９月から１０月までの間に第４条の規定による交付を受けた者

は、初回に限り、当年１０月３１日までの間に提出するものとする。 

２　町長は、前項の規定により申請した者が、条例第４条に該当しないときは、

当該申請者に、別記様式第２号の受給資格者証を交付するものとする。 

３　受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、別記様式第４号による再交

付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。 

（受給資格者証の提示） 

第７条　助成対象者が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示

するものとする。 

（助成の申請） 

第８条　条例第５条に規定する助成を受けようとするときは、別記様式第５号

による申請書を提出しなければならない。 

２　前項の申請方法は、郵送による申請又は町の窓口に持参のいずれかによる

ものとする。 



（助成の決定） 

第９条　町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請

に係る助成の額を決定して助成するものとする。 

（届出事項） 

第１０条　受給資格者は、助成対象者が次に掲げる事項に該当する場合には、

別記様式第６号による変更届に受給資格者証を添えて、町長に届出なければ

ならない。 

(1) 助成対象者が、出生若しくは死亡したとき。 

(2) 助成対象者が、町の区域外に転出したとき。 

(3) 助成対象者が、受給資格者の扶養又は養育を受けなくなったとき。 

(4) 助成対象者が、医療保険各法の被保険者又は被扶養者でなくなったとき、

若しくは適用を受けるべき医療保険各法を異にしたとき。 

(5) 助成対象者の氏名又は住所等受給資格者証記載事項に変更があったとき。 

(6) 助成対象児童が１８歳に達した日以後最初の３月３１日が到来したとき。 

（受給資格者証の返還） 

第１１条　助成対象者のすべての者が助成を受ける資格を喪失したときは、速

やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。 

附　則 

この規則は、昭和５１年１０月１日から施行する。 

附　則（昭和５３年規則第７号） 

この規則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附　則（昭和５８年規則第４号） 

この規則は、昭和５８年２月１日から施行する。 

附　則（昭和５９年規則第３１号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和５９年１０月１日から適用する。 

附　則（昭和６２年規則第４号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和６１年８月１日から適用する。 



附　則（平成６年規則第１３号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附　則（平成６年規則第１９号） 

この規則は、平成６年１０月１日から施行する。 

附　則（平成８年規則第１４号） 

１　この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町ひとり親家庭医療費

の助成の規定は、平成８年４月１日から適用する。 

２　この規則施行の際現にこの規則による改正前の規定により交付してある受

給資格者証は、当該受給資格者証の有効期限が満了するまでの間は、この規

則による改正後の相当規定により交付したものとみなす。 

附　則（平成９年規則第２５号） 

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第８条の改正規定は、平成

９年１１月１日から施行する。 

２　この規則（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の上

三川町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成９年９

月１日から適用する。 

附　則（平成１４年規則第５３号） 

この規則は、平成１４年８月１日から施行する。 

附　則（平成１４年規則第５７号） 

（施行期間等） 

１　この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町ひとり親医療費の助

成に関する条例施行規則の規定は、平成１４年１０月１日から適用する。 

２　この規則の施行の際、すでに作成された様式で現に使用しているものは、

当分の間、所要の修正をして使用することができる。 

附　則（平成１７年規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成１８年規則第１０号） 



（施行期日等） 

１　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

２　この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当

分の間、所要の補正をして使用することができる。 

附　則（平成１９年規則第１３号） 

１　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２　この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当

分の間、所要の補正をして使用することができる。 

附　則（平成２０年規則第１号） 

１　この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２　この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当

分の間、所要の補正をして使用することができる。 

附　則（平成２４年規則第３６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（平成３０年規則第３４号） 

（施行期日） 

１　この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際、現に改正前の上三川町ひとり親家庭医療費の助成に

関する条例施行規則の規定により交付した受給資格者証は、改正後の上三川

町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定により交付したも

のとみなす。 

附　則（令和４年規則第１６号） 

（施行期日） 

１　この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町ひとり親家庭医療費

の助成に関する条例施行規則の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

（経過措置） 



２　この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用され

ているものは、当分の間、所要の補正をして使用することができる。 

附　則（令和６年規則第３０号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の上三川町ひとり親家庭医療

費の助成に関する条例施行規則（以下「旧規則」という。）別記様式第２号

及び別記様式第５号による用紙で、現に残存するものは、なお使用すること

ができる。 

３　この規則の施行の際現に旧規則第４条の規定により交付した受給資格者証

は、改正後の上三川町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則第４

条の規定により交付した受給資格者証とみなす。 

別表（第２条関係） 

１　次に掲げる視覚障害 

（１）　両眼の視力がそれぞれ０．０３以下のもの 

（２）　一眼の視力が０．０４、他眼の視力が手動弁以下のもの 

（３）　ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／４視標によ

る周辺視野角度の和がそれぞれ８０度以下かつⅠ／２視標による両眼中

心視野角度が２８度以下のもの 

（４）　自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が７０点以下か

つ両眼中心視野視認点数が２０点以下のもの 

２　両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの 

３　両上肢の機能に著しい障害を有するもの 

４　両上肢のすべての指を欠くもの 

５　両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 

６　両下肢の機能に著しい障害を有するもの 



７　両下肢を足関節以上で欠くもの 

８　体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができ

ない程度の障害を有するもの 

９　前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならし

め、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 

１０　精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を

必要とする程度の障害を有するもの 

１１　傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能なら

しめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とす

る程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となって傷病につき

初めて医師の診療を受けた日から起算して１年６月を経過しているもの 

（備考）　視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常がある

ものについては、矯正視力によって測定する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第３条関係） 

別記様式第２号（第４条、第６条関係） 

別記様式第３号（第６条関係） 

別記様式第４号（第６条関係） 

別記様式第５号（第８条関係） 

別記様式第６号（第１０条関係） 


